
2007.08                           パンドラつうしん No.37 

- 1 - 

 

          

 
                           「 フリーラルガーデン よさみ」でのローゼルの苗植え高井様他 

■第３７号 内容■ 

● 指定障害福祉サービス事業所になって 

● 就労移行支援企業実習開始・赤い羽根共同募金受配事業 

● 代表講演活動    

● イベント参加 
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｢指定障害福祉サービス事業所｣になって 
 

 
障がい者自立支援法が施行され、平成１８年１０月より愛知県では第１号の「指定障害福祉サー

ビス事業所」「就労継続支援 A 型」としてスタートし、１０ヶ月が経過しました。 
当初、「就労継続支援 A 型」として事業を始めるにあたり、「愛知県障害福祉課」・「厚生労働省」・

「高齢・障害者雇用支援機構」に問い合わせ、助成金が今までと同じ様に受けられるのかなどを確

認、検討し、「指定障害福祉サービス事業所」の申請をしたのですが、今になって厚生労働省の一

声で、今まで受けられていた障がい者雇用にかかわる助成金が一部受けられなくなってしまいまし

た。訓練給付費（国 2/1・県 1/4・市町村 1/4 の税金）を頂いているから「重度知的障がい者業務遂

行援助者助成金」（「高齢・障害者雇用支援機構」）は二重取りになるというわけです。しかし、財

源は全く違う所から出ているはずだし、私にはとうてい理解できません。 
「高齢・障害者雇用支援機構」の担当者も「良くわかりませんが、本部からの通達です。」の一言

で終わってしまいました。この助成金はパンドラにとって大変大きな金額で、年間１００万円にも

なります。それだけ重度の方々がパンドラで働いているという事です。ハローワークからの助成金

も、一部受けられなくなってきています。 
労働者として受け入れ、雇用保険も払っているにもかかわれず、何故？？って思います。指定事

業所を受ける前に、問い合わせ、問題ないことを確認し、今よりは経済的には潤い、もっと職員だ

って増やせるし、事業の拡大も図れるはず、と決断したのです。それが今になって、この通達には

全く納得が行きません。  
各市町村からの訓練給付費は、早くて１ヶ月、遅いと、２ヶ月遅れで入ってきます。ですから今

年度前半（６月～１０月）の経済状態は大変困窮を極めています。理事が不足分の資金を補い何と

か、給料の遅滞だけは出すまいと頑張っているのが現実です。厚生労働省の方々は、現場を良く見

ているのでしょうか？企業など福祉以外の分野の人でも、条件を満たせば「就労継続支援 A 型」に

参与できるようになっている為、不正をなくすという目的である事はおおよそ想像がつきます。 
しかし、もっと現実を見てほしいと思います。資金や人材のある企業と何のベースもない NPO を

区別して考えてほしいと思うのは NPO の甘えでしょうか？？？？ 
 

代表理事  岡部扶美子 
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就労移行支援・企業実習実現 
 

「障がい者就労継続支援 A型」のサービス内容として、就労移行支援もその中に含まれ

ています。職業訓練をおおよそ終え、尚且つ、一般企業で働きたいという希望があれば 

就労移行をして行かねばなりません。おかし工房で働く人の中に１人、その条件に見合

う人が現れた為、７月２日～１３日までの１０日間、一般企業での実習を試みました。 

最終結果はまだ出ていませんが、実習での評価は大変良かったです。 

 

 
 

１９年度赤い羽根共同募金受配事業完了 
（グリストラップオゾン装置設置） 

 
 
 
 

平成１９年度赤い羽根共同募金受配事業の申請が受理され、６月１７日にグリストラップ浄化 
装置の設置を行いました。グリストラップとは、飲食店など食品製造業者の悩みの種となって

いる汚水層のことであり、パンドラでは設立以来ずっと月に２回程、人力で上層部の汚物を取

り除き、浄化に務めていましたが、強い匂いで大変な作業でした。しかし、それだけ苦労して

も、溜まった水はきれいにはならず、人力の限界を考えていました。又、「環境の為にも何か良

い方法は」と常々考えていたところ、オゾン装置をつけることにより、汚水はきれいに分解さ

れる事を知り、この装置をつけることを決定しました。 
装置をつけてから１月ほどになりますが、グリストラップは驚くほどきれいになり、あの嫌な

においからも開放されました。月に２回のお掃除からも解放されました。 
皆様、ありがとうございました。「おかし工房パンドラ」にお越しの時は、是非、厨房のグリス

トラップを見て帰ってください。 
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《名古屋大学法学部院生に講演》 
 

５月３１日 「市民フォーラム 21・NPO センター」  代表理事 後 房雄様（名古屋

大学大学院法学研究科 教授）の依頼により、名古屋大学法学部院生の方数名に、事業

型 NPO の活動事例として、「NPO パンドラの会」の経緯や活動内容問題点などをお話さ

せて頂きました。この講演依頼があった時は、大変驚きました。名古屋大学なんて私

にとっては、別の世界のように思われますし、本当に聞いてくださるのだろうか？と

いう不安もありましたが、皆様、真剣に私の話に耳を傾けて頂きました。講演後、障

がい者の置かれている立場を知る良い機会になりました。との感想も頂きました。パ

ンドラの会の活動は、我々ばかりではなく、一般の方々にも賛同していただける活動

である事を確信した一日でも有りました。 

 

《西尾市立鶴城中学校「生き方を学ぶ会」講師》 

 

西尾市立鶴城中学校 2 年生の「生き方

を学ぶ会」の講師として依頼を受け、出

かけていきました。 

教室にはいるや、彼らの態度の悪さに

にまず驚きました。そこで一発、「彼方た

ちのその態度はなんですか？」から始ま

りました。 

話の内容は、私が何を大切にしてきた

か、どんな信念を持ってこの仕事をして

いるか、そして障がい者の置かれている

立場、どんな人にも人格があり、素晴らしいところがあること、頑張る事の大切さを話

しました。どの位、子ども達に伝わったか、少々疑問でしたがその後、送って頂いた感

想文を読んで驚きました。皆とはいえませんが、伝わる子には伝わっていたのです。 

とても感激です。以下その感想文です。 
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「生き方を学ぶ会」を終えて 

２年生女子 

今日お話を聞いて一番大切だと思ったのは、頑張る力を持つこと、乗り越える力を持つ

こと、思いやりを持つことだと思いました。「障害の方とお菓子を作ったりする。」と言

っただけで「大変そう」と言う暗い感じの想像を持っていた私は、今回お話を聞いて考

えが変わりました。障がい者だからといって礼儀などをしなくてもいいという心は全く

無くて、お客様の為を思って、まっすぐな心もっている「パンドラの会」をすごいと思

いました。「パンドラの会で働かれている方々は、思いやりがあって、温かい心をもっ

ているのだなーと思いました。障がい者の方は文句を言ったり出来ないので、差別感を

もたれることが多いけど、快適に楽しく活動していてかっこいいと思います。そして地

道にこつこつ頑張ればその道は開ける。と言う事がとても心に残りました。岡部扶美子

様が言われた「今は心を育ててほしい。」と言うことを、私も地道にこつこつ頑張りた

いです。障がい者の方にも、どんな人にもやさしくなれる人になって行きたい。お話を

してくださった岡部扶美子様に不快感を与えてしまったことを反省して、人に不快感を

与えない、地道に頑張ることが出来る人間になりたいと思いました。「パンドラの会」

のお菓子を食べてみたいと思います。今日はお話をしてくださって有難うございました。 

 

チャリティーイベントに参加 !  

 
6 月２4 日（日）碧南市シアターサウスで

開催されたチャリティーイベントに始め

て参加させていただきました。当日は大

雨の為、集客が上手く行かず、主催者の

小池さんは大変ご苦労されていました。

にもかかわらずチケットの 10％を寄付し

ていただきました。有難うございます。 
ロック・クラシック・ポップス・ヒッ

プホップなど様々な音楽が次々と演奏さ

れ、パンドラのメンバーは、カントリー

ダンスを披露し、軽快な音楽では、持ち

前の明るさで会場の雰囲気を盛り上げました。今後も又機会がありましたら、参加したいと考えて

います。 
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「フローラルガーデンよさみ」でローゼルの苗植え 
  

安城市の「自然に学び・ローゼルを育てる会」の高井様のご支援により、今年オープ

ンした刈谷市の「フローラルガーデンよさみ」の２区画をお借りすることが出来ました。 

ローゼルを育て、秋には一般の方々と共に、ローゼルの花のがくで作ったジャムを楽

しみながら、イベントを企画しています。ローゼルの栽培は、地球温暖化を少しでも減

らそうという、環境問題を視野に入れてのイベントとなります。高井様には、大変お世

話になり感謝しています。（ローゼルはケナフの一種で多くの二酸化炭素を吸収しま

す。） 

 

夏の交通安全クッキー 
 

 

㈱豊田自動織機様・㈱デンソー様から、夏の交

通安全クッキーをご注文をいただきました。 

期日を守り、無事納品させていただきます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のクッキーを期日に納品出来るのも、いつもお世話になっている、地元ボランティアグル

ープ「一ツ木わかば会」と賛助会員である山口様ご一家、又地域のボランティアの皆様にご

協力いただいているからと感謝しています。ありがとうございます。 
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大口のご注文ありがとうございます 

 
企業様の社会貢献が定着しつつあります。今後とも宜しくお願いします。 

・ キムラユニティ株式会社様 
（株主総会用粗品として初めてご注文頂きました。） 

・フォナックスグループ様 

（今年もお中元として菓子詰め合わせをご注文頂きました。） 

・ アイシン精機株式会社様 
（お中元のリストに初めて上げて頂きました。） 
 

個人助会員ありがとうございました。 (順不同) 

 

山田裕一様 中島由恵様 外山蔦江様 神谷和光様  稲垣達雄様長坂三枝子様 鈴木恒男様 

作田大祐様 作田かずみ様 神本 聰様坂倉清子様 米田正寛様 与田茂子様 守 新生様 

矢田部寿子様 手嶋 美子様三宅美佐子様  増谷美佐子様  堀尾光男様 青山道広様  

川崎泰子様 山口一雄様神谷芳磨様  塚本敏治様 白子澄子様 小嶋 惇様 萩原節子様  

渡邉 治様小森義史様 神谷雅宏様 上東 章様 岡本戡紘様 岡本寛子様  大平克彦様  

池内 映子様 岡田圭介様 石塚光代様 有冨静枝様 薮中晶子様  浜 里哲様 作田一博様  

小田修司様 鈴木宜代子様 大村 祐司様 池田慎吾様 菅原とし子様  大村 秀章様  

内 寿郎様  澤山英子様 市野浩章様 十鳥美千代様  後藤千恵子  中島義則様 鳥居好孝様 

五十川 道博様  小山忠夫様  川村治子様  石川里美様  鈴木千鶴様 久保田 好明様   

交通安全を願いながら、 

一つ一つ心を込めて作らせて頂いています。 
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運営会員ありがとうございました。 (順不同) 

牧野 清光様  下村 幸夫様  西谷 泰治様 藤井 清司様 

 

法人賛助会員ありがとうございました。 (順不同) 

株式会社 ビレッジ開発様 株式会社 愛起様 ＮＰＯ法人かた～ら様 ＮＰＯ愛知ネット様 

 

ご寄付ありがとうございました。 (順不同) 

サークルＫ 昭和店様   「たんぽぽ」鈴木理寿様   塚本 誠一様   舘林 美樹様 

伊藤 紀子様    「All muzie's fact's」小池 一也様  

 

 

■ 賛助会員を募集しています■ 

 
１． 会員の方には活動状況等を載せた年間４回発行の会報をお送りいたします。 

 
２．年会費のご案内                   

      一般会員          1 口   2,000 円 
法人・企業会員       1 口   10,000 円 
 

３．郵便局振込先：郵便局 ００８１０－７－１２０１２０ 
        「NPO 法人パンドラの会 おかし工房パンドラ」 
 

４．銀行振込先：三菱東京 UFJ 銀行 東刈谷出張所 
        口座番号 １０５３４２７ 
        口座名 「特定非営利活動法人パンドラの会 理事 岡部扶美子」 
 
５. 労働金庫に口座をお持ちの方は、振り込み手数料は要りません。 

 
銀行振込先 東海労働金庫  刈谷支店 

口座番号 ７９４２６３９ 
     口座名 「特定非営利活動法人パンドラの会 理事 岡部扶美子」 

 
※ 領収書につきましては、振込用紙の領収書・会報での記載をもって 代えさせて頂きます。尚

領収書が必要な場合は、別途ご連絡ください。             


